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地域運動部活動推進事業の成果

【合同練習会モデル（週末地域剣道教室）】
○ 令和５年度からの本市の運動部活動地域移行の中
心となる部活動週末合同練習会の実施のための課題
や改善策を検証することができた。

○ 剣道競技において、複数校が主体的に週末に合同
の練習会を実施することにより、生徒数減少に対応
した部活動の活性化を図ることができた。

○ 本モデルでの実施方法等を生かし、他種目でも実
施することにより、部活動の活性化を図りたい。

【総合型地域スポーツクラブモデル（きたあいづスポーツクラブ）】

○ 中学校と総合型地域スポーツクラブが連携すること
により、きたあいづSCが実施主体となって、地域ス
ポーツの活性化を図ることができた。

○ 運営並びに指導を地域の人材が行うモデルとして、
令和８年度に休日の部活動が地域に完全移行された際
の課題や改善すべきポイントを検証できた。

○ 本モデルの成果を、総合型地域スポーツクラブや地
域団体移行時の参考にしたい。

令和３・４年度



地域運動部活動推進事業について

休日における部活動を地域の活動として実施できる環境を整備するため、関係団体等と連携し
地域人材を確保するとともに、運動部活動における指導者及び競技者の質的な向上を目指し、
学校と地域、競技団体等の協働による「地域総ぐるみで子どもを育てる」環境を整備する。

○ 部活動の価値を重視し、各学校において生徒が選択できる部活動の数を減らさない。

○ 休日には地域の多くの専門家の力を借りて、その競技の本質的な楽しみを味わい、技術の向上を図るとと
もに、社会性を培う。
○ 複数校の生徒が一緒に練習することにより、切磋琢磨し、友情を育てる。
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部活動週末合同練習会

【事業背景】
少子化による生徒数の減少に伴い、特にチ
ームスポーツにおいては、学校単位 での練
習や大会の参加が困難な状況ある。
このような社会情勢の変化を踏まえ、国（ス
ポーツ庁）における新たなスポーツ環境の構
築に向けた部活動改革において、休日の部
活動を学校から地域の取組へ移行する「運
動部活動の地域移行」方針が示された。

（複数校の生徒が一緒に
地域の指導者のもとで
部活動を実施）



本市の運動部活動の地域移行の取組状況①



本市の運動部活動の地域移行の取組状況②



【本市の移行方針】

改革

理由

○地域ぐるみで子どもを育て、生徒の選択できる部活動を減ら
さないため。
→部活動の価値を重視し、休日は地域の専門家の力を借り、競技本来の楽しみ
を味わうとともに、複数校の生徒と切磋琢磨し、友情を育てる。

参加費
の設定

○基本的に無償であった部活動の参加費については、地域の指
導者が行うことになっても無償とする。

→「平日は教員が、休日は地域の指導者が部活動を指導する」ということを基
本にし、受益者負担を求めないで地域に移行する考えである。

部活動
の加入

○基本的には、全員加入の活動とする。
→部活動は、心身を育成する上で大変重要な教育活動であることを重視し、本

市では基本的には全員加入とする。強い希望ではなく入部しても、学ぶこと、
身に付けることはとても多い。なお、休日にクラブチームやスポーツ少年団等
に所属している生徒は、今まで通りの選択でかまわない。

本市の特徴的な取組



職名 役割 任用形態・報酬等

【総括コーディネーター】
【コーディネーター】

◎関係者との連絡調整・指導助言等を行う。
○実施主体との調整
・連絡調整（指導者の確保・派遣の調整等）
・スケジュール、活動場所の全体調整
○指導者研修会の計画・実施
○会計事務補助（とりまとめ）実績確認書管理
○部活動連絡協議会の運営（年３回）

【身 分】有償ボランティア（行政協力員）
※市教育委員会からの委嘱

【謝 金】1,600円/時間
【保 険】（傷害）行政協力員団体傷害保険

（損害）学校災害賠償補償保険

【指導者】
１会場あたり３名程度で指導に

取り組む。（参加人数や種目の特
性に応じて調整を行う。）

○生徒への礼法指導
○生徒の健康観察
○練習の準備指示
○生徒への技術指導
○練習の後片付けの指示

【身 分】有償ボランティア（行政協力員）
※市教育委員会からの委嘱

【委嘱期間】４月１日から翌年３月31日
【保 険】（傷害）行政協力員団体傷害保険

】（損害）学校災害賠償補償保険
【活動日数】30日/年

（１日あたりの活動時間は３時間程度）
【謝 金】1,000円/時間

（会場までの移動経費は本人負担）

【運営責任者】
移行初期は、参加校顧問１名が

ローテーションで運営する。
（競技団体での対応も可能。）

○会場の開閉
○受付
○消毒
○見回り
○事故発生時の対応
○報告書作成

【身 分】有償ボランティア（行政協力員）
※市教育委員会からの委嘱

【委嘱期間】４月１日から翌年３月31日
【保 険】（傷害）行政協力員団体傷害保険

】（損害）学校災害賠償補償保険
【活動日数】30日/年

（１日あたりの活動時間は３時間程度）
【謝 金】1,000円/時間

（会場までの移動経費は本人負担）
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